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本日お話しする項目

提案目的とマンション省エネ改修推進委員会のご紹介

地球温暖化防止、省エネ施策等の動向

マンション省エネ改修の考え方

断熱改修シミュレーション紹介

マンション省エネ改修事例紹介

建産協の広報・ＰＲツール紹介

省ｴﾈ改修における税制優遇・補助金
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建産協とは

社団法人 日本建材・住宅設備産業協会と言います。
○良質な建材・住宅設備機器の普及・啓発を進め、
○同産業の基盤整備および振興を図り、
○国民生活の向上に貢献しています。

会長会社 ：ＴＯＴＯ株式会社
副会長会社 ：太平洋セメント株式会社

ＹＫＫ ＡＰ株式社
日本板硝子株式会社
ニチハ株式会社
パナソニック電工株式会社
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ストック時代の到来と現状

分譲集合住宅では、
少子高齢化により、コミュニティ－
の衰えと、建物の老朽劣化 と
課題が迫りつつあることから、
新たな活性化手段が必要！

改修することで住民が希望を持てるように、省エネ改修においても、そ
の効果をわかりやすく伝える必要がある！

マンションの大規模修繕、改修（リフォーム）時に、省エネ改修も検討を！！

補修しながら次の世代へ引き継ぐ、
ストック活用の仕組みとその文化を
生み出すことが必要

補修しながら次の世代へ引き継ぐ、
ストック活用の仕組みとその文化を
生み出すことが必要

マンション改修では、管理組合の役割が重要となるが、居住者の意見をまと
める管理組合役員に相当なパワーが求められ、その負担は大きい。
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提案の目的

既築マンションの省エネ改修に関する普及促進活動を
通じて、住宅の43.5％（平成１5年度実績）を占める共
同住宅の省エネルギー対策を促進することにより、

温室効果ガス排出量削減目標等の達成に寄与すること
を目的とする。

築後３０年以上の高経年マンションが１００万戸

既築マンションの省エネ改修を通じ、住まわれる方々の
快適化を促進し、建物、設備の長寿命化、社会的資源
の長期有効活用に貢献したい。
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「マンション省エネ改修推進部会」の体制

社団法人 日本建材・住宅設備産業協会（建産協）

普及促進分科会

共用部推進分科会

省エネ・環境委員会

マンション省エネ推進部会

専有部推進分科会
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「マンション省エネ改修推進部会」メンバー「マンション省エネ改修推進部会」メンバー

ＹＫＫ ＡＰ㈱

トステム㈱ 　
アキレス㈱

東京電力㈱

関西電力㈱

大阪ガス㈱

中央電力㈱

新日本石油㈱

三菱電機㈱  
三菱電機ｸﾚｼﾞｯﾄ㈱

㈱カネカ

ダウ化工㈱

㈱サンクビット

フクビ化学工業㈱

AGCｸﾞﾗｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱ 　
日本板硝子㈱

大信工業㈱

㈱ＩＮＡＸ

ＴＯＴＯ㈱

㈱クアトロ

ヤシマ工業㈱

テクノ建設サービス㈱

野村ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱

(社)高層住宅管理業協会

日本賃貸住宅管理業協会

東京建築家協同組合

日本住宅管理組合協議会

建物診断設計事業協同組合 ○
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☆：リーダー、○：メンバー 普及促進分科会 共用部推進分科会 専有部推進分科会

【事 務 局】
(社)日本建材・住宅
設備産業協会

【オブザーバー】
経済産業省製造局
住宅産業窯業建材課
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建材・設備・
エネルギー会社および
マンション管理会社、
建築・設計共同組合
２８団体がメンバーです。
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（２）広報・ＰＲ活動の実施
①省エネ改修広報･ＰＲツールを作成
「既築マンション省エネ改修提案書」（機材メニュー、実例メニュー含む）など
☆研修会、セミナー、展示会を通して、マンション管理組合・マンション
管理会社・マンション管理士・建築家に既築マンションの断熱改修等の
理解を深めていただく。

②省エネ建材･設備機器の普及促進
居住環境の改善、省エネルギー建材や設備機器の導入方法、
さらに、大規模修繕改修時に省エネ改修の潜在的需要を引き出し、
居住価値が高まることを居住者に共感してもらい、既築マンションの
再活性化につなげる。

マンションの省エネ改修提案へのアプローチ

（１）マンションの省エネ改修を普及させるための
異業界を横断した「仕組みづくり」の確立

関係者（マンション管理組合・マンション管理士・建築家）による

合意形成支援体制の確立
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省エネ広報・ＰＲツール

最近の省エネ建材・
設備機器にスイッチした
省エネ効果の一覧を紹介
（こんなにお得に）

快適生活へマンションの
健康状態をチェック
（快適性チェックシート）
・各部位の症状
・簡易的な対策
・省エネへの対策

快適に暮らせる省エネ改修を
知っていただくために、
最近の省エネ建材・設備機器
の情報と経済効果を紹介
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「マンション省エネ改修の提案」

提案目的とマンション省エネ改修推進委員会のご紹介
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断熱改修シミュレーション紹介

マンション省エネ改修事例紹介

建産協の広報・ＰＲツール紹介
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地球温暖化の影響

大阪の年間平均気温の推移

大阪の８月の平均気温分布

⇒１００年間で２℃上昇

出展：大阪市都市環境局資料

１６０４
江戸幕府成立

１８６８
明治維新

高度経
済成長

IPCCが発表した地球の気温変動予測

１１９２
鎌倉幕府

注；IPCC （Intergovernmental Panel on Climate Change：
気候変動に関する政府間パネル）

2000年
＋１．４℃

＋５．８℃

２１００（年）
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アメリカ
22.0%

中国
19.0%

ロシア
5.8%

日本
4.7%

韓国
1.7%

イタリア
1.7%

イギリス
2.2%

カナダ
2.0% ドイツ

3.0%

その他
29.0%

オーストラリア
1.4%

フランス
1.5%

メキシコ
1.6%

インド
4.5%

世界各国のCO2排出量

出典）EDMC／エネルギー・経済統計要覧2008年版

2005年の総排出量は約266億ｔ

上位４カ国で
世界の半分



13

京都議定書での削減目標に対するわが国の現状
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06 07
京都議定書
削減約束
（08～12年）

1261
百万ｔ

1371百万ｔ
（＋8.7％）1340

百万ｔ

６％削減

1186百万ｔ
（▲6％）

9.3％の排出
削減が必要

森林吸収源対策、
京都メカニズムで確
保（▲5.4％）

13



14

運輸部門
20%

その他
7%

エネルギー転換
部門
6%

産業部門
36%

民生(家庭)部門
13%

民生(業務)部門
18%

14

わが国のCO2排出量の各部門別割合

出典)温室効果ガスインベントリオフィス

総排出量は
12億7360万ｔ
（06年度）
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部門別のCO2排出量の増加率（対90年比）
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世帯あたりの用途別エネルギー消費の推移

(財)日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」により(財)エネルギー経済研究所推計
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近年の温暖化防止、省エネ施策の推移

2005.2 京都議定書の発効

2006.4 改正省エネ法・改正温対法の施行

2005.4 京都議定書目標達成計画の決定

2009.42009.4 改正省エネ法施行（一部は2010.4施行）

2008.４ 改正京都議定書目標達成計画の決定

2008.2008.55 改正省エネ法・改正温対法の成立改正省エネ法・改正温対法の成立

2008.6 「低炭素社会・日本」をめざして（福田ビジョン）公表

2008.7 洞爺湖サミット

2009.92009.9 国連会議 2020年 25％削減目標提唱
17
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省エネ法の改正（住宅･建築物の省エネ基準の改正）

①大規模な建築物（2000㎡以上）の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の
導入

②一定の中小規模（300㎡以上）の建築物について、省エネ措置の届出を義務付け

④住宅事業建築主（年間150戸以上の戸建住宅を販売する事業者）に対し、新築住
宅の省エネ措置の向上を促す措置の導入

⑤建築物の設計・施工を行う者に対し、省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関
する国土交通大臣の指導･助言

⑥建築物の販売又は賃貸の事業に行う者に対し、省エネ性能の表示による一般消費
者への情報提供の努力義務を明示

平成21年4月１日施行（②は平成22年4月施行）
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ストック重視の動き①住生活基本法の制定(H18.6施行)

住宅建設五箇年計画（Ｓ４１年度より８次にわたり策定：８次計画はＨ１７年度で終了）

◇５年ごとの公営・公庫・公団住宅の建設戸数目標を位置づけ

「量
」か
ら

「質
」へ

・住宅ストックの量の充足

・本格的な少子高齢化と人口・世帯減少 等

社会経済情勢の著しい変
化

新たな住宅政策への転換 ⇒「住生活基本法」の制定

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策

良質な住宅ストックと居住環境の形成

住宅市場の環境整備

住宅困窮者対策

【成果指標と数値目標】
耐震化率
省エネ化率
バリアフリー化率
性能表示実施率

一定の省エネルギー対策を講じた住宅ストックの比率

１８％ (2003年:H１５）⇒ ４０％ (2015:H２７）

一定の省エネルギー対策を講じた住宅ストックの比率

１８％ (2003年:H１５）⇒ ４０％ (2015:H２７）
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ストック重視の動き②長期優良住宅普及促進法（Ｈ20.11成立）

長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針

国、地方公共団体、事業者の努力義務

長期優良住宅の認定

認定基準
○一定以上の住宅の性能
（耐久性、耐震性、可変性、省エネルギー性能等）

○維持保全に関する計画の作成等

記録（住宅履歴
書）の作成及び
保存

既存住宅の流
通促進

長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成

長期優良住宅の建築・維
持保全をしようとする者

定期点検と必要な補修・交換等

建築・維持保全に関する計画の認定 所管行政庁
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環境対策が政策のキーワードに

環境対策は、経済成長を抑制するもの従来

環境対策は、経済成長を促進するもの現在

アメリカ・オバマ大統領アメリカ・オバマ大統領 グリーン･ニューディール政策グリーン･ニューディール政策

・2015年までに100万台のハイブリッド車を走らせる。
・風力や太陽光、次世代のバイオ燃料による自然エネルギー電力を2012
年までに10％、2025年までに25%を達成する。
・温室効果ガスを2050年までに1990年比で80%削減する。
・輸入石油を減らす。・500万人の雇用を創出。

韓国・李明博大統領韓国・李明博大統領 グリーン･ニューディール政策グリーン･ニューディール政策

・四大河川周辺を整備する土木工事。
・エコカーの普及や太陽熱などの再生可能エネルギーの開発を推進。
・96万人の雇用を創出。

日本・鳩山総理大臣日本・鳩山総理大臣 温室ガス２５％削減温室ガス２５％削減

・「あらゆる政策を総動員して実現を目指す」
・大企業に削減義務を課す国内排出量取引制度の導入
・再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の導入
・地球温暖化対策税の検討
・鳩山イニシアチブ提唱
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京都議定書目標達成計画における家庭部門の取り組み

Ａ 国民運動の展開Ａ 国民運動の展開

●情報提供・普及啓発・・・チームマイナス６％、クールビズ、ウォームビズなど

●環境教育等

Ｂ 住宅・設備・機器等の省ＣＯ２化Ｂ 住宅・設備・機器等の省ＣＯ２化

●住宅の省エネルギー性能の向上

●エネルギー管理システムの普及

⇒新築時等における省エネルギーの徹底、

⇒既存の住宅ストックの省エネ性向上を図る省エネ改修の推進

● トップランナー基準に基づく機器の効率向上

●高効率な省エネルギー機器の開発・普及支援
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提案目的とマンション省エネ改修推進委員会のご紹介

地球温暖化防止、省エネ施策等の動向

マンション省エネ改修の考え方
断熱改修シミュレーション紹介

マンション省エネ改修事例紹介

建産協の広報・ＰＲツール紹介

省ｴﾈ改修における税制優遇・補助金



24

「マンション改修」による資産価値の向上

●マンションの資産価値の維持・向上のためには、単なる「修繕工事」ではなく、修繕と改良を含
めた「改修工事」を行っていくことが重要

劣化

社会の変化等により
向上していく水準

修
繕

改
良

性
能

改

修
修
繕

改
良

補
修

補
修

改

修
経年

２回目の大規模修繕

１回目の大規模修繕

※国土交通省「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」より

「改良工事」を実施する際には、耐震性、機能性、美観性、バリアフリー、快適性などの
視点はもちろんのこと、最近の地球温暖化問題の高まりを踏まえた「省エネ性向上」のた
めの検討が重要。また、資金計画もそれに応じて見直しが必要。

「改良工事」を実施する際には、耐震性、機能性、美観性、バリアフリー、快適性などの
視点はもちろんのこと、最近の地球温暖化問題の高まりを踏まえた「省エネ性向上」のた
めの検討が重要。また、資金計画もそれに応じて見直しが必要。
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省エネ改修と時代的背景

省エネ改修

住宅性能表示制度

住宅履歴情報の
蓄積活用制度

省エネ法の改正

減税・補助金支援
制度の充実

長期優良住宅認定制度

CO2排出量削減
中期目標値２５％
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省エネ改修とは。

冷房

8%

暖房

30%

給湯

39%

厨房

7%

換気

5%
照明

11%

代表的なマンション（東京地区）の用途別エネルギー消費の実態
（ロハウス構想検討会資料より）

●建物の断熱性・気密性を確保し、
●高効率な省エネ型住宅設備機器（空調・換気、給湯、
照明、水廻り等）を
導入することと定義付けられます。

26
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省エネ改修によって得られるもの

１．快適性 ： 冬暖かく、夏涼しい

２．健康 ： ヒートショックの防止
ダニ、カビが発生し難くなる

３．経済性 ： 暖冷房費などが削減出来る

４．家の長寿命化 ： 表面結露（汚れ､カビの原因）、
と清潔さ 内部結露（木材腐食の原因）

がなくなる

27
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改修部分、機器と資金調達の考え方改修部分、機器と資金調達の考え方

●●給湯器給湯器

●●エアコンエアコン

●●床暖房床暖房

●●照明照明

●換気システム●換気システム

●●食器洗い乾燥機食器洗い乾燥機

●●コンロコンロ

●●シャワーシャワー

●●温水便座トイレ温水便座トイレ

●●照明照明

●●エレベーターエレベーター

●●給水ポンプ給水ポンプ

共用部分共用部分 区分所有者負担部分区分所有者負担部分

●修繕積立金、リース・ローン、等の活用

境界部

管理組合負担部分 世帯主負担部分

管理組合、住民合意の形成 経済性、快適性、省エネ意識の改革

●外断熱
（屋根･壁）

●内断熱

●外窓複層
ｶﾞﾗｽｻｯｼ

●内窓
設置

断熱・窓改修

28
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検討依頼

既存マンション省エネ化
必要性、手法、効果の広報

理 事 会
(修繕委員会）

マンション管理会社

マンション管理士

建築設計、設備施工会社

建産協、 部会
参 加 企 業

管理指導依頼

建材・設備機器
推薦、見積り

・大規模改修計画
・資金計画
・省エネ改修などの「提案」（設計図・
見積書など）

関連広報、 普及活動
要素技術、推進啓蒙支援
省エネ建材・省エネ設備機器

総 会

反対住民

賛同住民

ファイナンス会社
承認

マンション管理会社

マンション管理士

建築設計、設備施工会社

説明

可決

マンション管理会社

マンション管理士

否決

建築設計、設備施工会社

提案した共用部分断熱改
修、設備など省エネ改修計
画の実行、施工

個別専有部分提案、省エネ建
材・設備改修施工

個別専有部分提案、
省エネ建材・設備改
修施工

説明・説得
・合意

地方自治体セミナー
研修会

展示会
説明会

提案

管理 組合

想定される省エネ改修提案～住民合意形成プロセス

ネットーワーク

住宅金融支援機構

①研修会 ②セミナー ③展示会
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既築マンションで省エネ改修をすれば

●快適性と美観向上から資産価値が上がり、更なる省エネ機器への導入意欲が期待！

共
用
部
、
専
有
部
へ
の
省
エ
ネ
機
器
導
入
意
欲
向
上

Before After
快
適
性
・省
エ
ネ
・資
産
価
値
の
向
上

更
な
る
快
適
性
と
投
資
意
欲
へ
の
意
識
向
上

神奈川県内での外断熱改修事例写真

3
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「マンション省エネ改修の提案」

提案目的とマンション省エネ改修推進委員会のご紹介

地球温暖化防止、省エネ施策等の動向

マンション省エネ改修の考え方

断熱改修シミュレーション紹介
マンション省エネ改修事例紹介

建産協の広報・ＰＲツール紹介

省ｴﾈ改修における税制優遇・補助金
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断熱改修による省エネ効果の試算①～外壁

■熱負荷計算条件建物

ＲＣ構造5階建て 住戸数：30戸
■検討内容

集合住宅の外壁「無断熱」VS「内断熱(屋上・壁）」
VS 「外断熱(屋上･壁）」のＣＯ２削減量の比較
「評価する建材の仕様条件」にもとづき温熱性能・エネ
ルギー消費量比較

■検討方法

クアトロ社の国土交通省特別評価認定多数室間温
熱解析ソフト「ＴＲＮＳＹＳ」による建材性能比較シミュ
レーションを使用

32
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シミュレーション条件

評価する建物の形状条件

暖房設定：２０．０℃

冷房設定：２７．０℃
（相対湿度６０％）

換気回数：０．５回/ｈ

3LDK type 4LDK type

４LDK ３LDK ３LDK ３LDK ３LDK ４LDK

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

西 東

33



34

仕様比較

34
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年間CO２削減量の比較

冬に効果
が大きい

35
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●評価する建材の仕様条件

断熱改修による省エネ効果の試算②～外断熱＋複層ガラス
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＋窓複層ガラス

［東京］

年間CO２削減量の比較

37
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省エネ改修
簡易診断
が出来るように
なりました

38
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「マンション省エネ改修の提案」

提案目的とマンション省エネ改修推進委員会のご紹介

地球温暖化防止、省エネ施策等の動向

マンション省エネ改修の考え方

断熱改修シミュレーション紹介

マンション省エネ改修事例紹介
建産協の広報・ＰＲツール紹介

省ｴﾈ改修における税制優遇・補助金



40

40



41

＜改修後＞

洗濯室

寝 室
（洋室）

LDK

便所・浴室
・洗面

階段

階段

玄
関

オフィス

階段N

＜改修前＞
共用部分。
実際にはKI邸の
専有使用スペース

間取り

塔屋階

５階

４階

八
万
坪
の
緑
地

北
側
道
路

41
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見積

順序

仕様 部位 LDK（５F） 寝室（５F） オフィス（４F）

窓 既存ｻｯｼ+ｲﾝﾅｰｻｯｼ

壁 A社ND 厚9.5+厚20

天井 木毛板 厚20（既存のまま）

左に同じ 既存のまま

№0904

⑧

屋根：外断熱

PH･5F：断熱
（壁：3等級）
4F：無断熱
→仕様決定

屋根 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ厚25（改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水冷工
法）

左に同じ －

最終的に採用された断熱仕様

屋上（共用部改修）

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層

５階・塔屋階の壁

内窓
（樹脂製ﾌﾚｰﾑｻｯｼで、
ｶﾞﾗｽの違いによる
2種類を使用。
Ｄ社ﾌﾟﾗｽﾄ・ｶﾞﾗｽ厚5
Ｆ社ﾗｲﾄｳｲﾝ・ｱｸﾘﾙ厚3）

５階の内窓

木毛板厚20（既存）

壁断熱材
（石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5+
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ厚20）
：Ａ社ＮＤﾊﾟﾈﾙ

屋根断熱材
（硬質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
ﾌｫｰﾑ厚25）
：Ｔ社ｷﾞﾙﾌｫｰﾑ
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43

塔屋のみ（水槽により屋上外断熱工事困難）

5F全体（塔屋の直下を除く）

水槽置場
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451月には月1万円の縮減

改修前仕様 改修後仕様
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46

寝室
（５F）

断熱＋内窓設置

オフィス
（４F）

無断熱、内窓ナシ

夏期（８月）の自然室温変動シミュレーション
（改修前仕様と最終仕様の比較）

外気温20～27℃範囲では窓開けの通風
による夜間の室温低下が見られる。

夏期のシミュレー
ションでは、外気温
20～27℃範囲で外
気を取り入れる条
件を前提としている。

晴れ 曇り 晴れのち曇り

ＬＤＫ
（５F）

断熱＋内窓設置

改修前仕様
①A社ＮＤﾊﾟﾈﾙ（等級３）仕様
②A社ｴｱﾛﾝ（等級３）仕様
③A社ＮＤﾊﾟﾈﾙ（等級４）仕様
④A社ｴｱﾛﾝ（等級４）仕様
⑤屋根：外張断熱(押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ)、壁：A社ND仕様
⑥屋根：外張断熱(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ)、壁：A社ND仕様
⑦屋根：外張断熱(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ)、壁：A社ND仕様
⑧屋根：外張断熱(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ)、壁：A社ND仕様（最終仕様）
外気温

☆
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47

オフィス
（４F）

無断熱、内窓ナシ

冬期（１月）の自然室温変動シミュレーション
（改修前仕様と最終仕様の比較）

凡例

改修前仕様

⑦屋根：外張断熱(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ)、壁：A社ND仕様
⑧屋根：外張断熱(硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ)、壁：A社ND仕様（最終仕様）
外気温

☆

寝室
（５F）

断熱＋内窓設置

ＬＤＫ
（５F）

晴れ 曇り 晴れのち曇り

断熱＋内窓設置
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撮影日：平成２０年１２月７日 時刻：１４時１５分頃
天気：快晴

＜気象庁大手町＞ 温度（℃） 湿度（％）

屋 外 9.4 23

16.3℃

12.8℃

差3.5度

ＬＤＫ内窓サッシとアルミサッシの
表面温度差を調べる

＜西麻布＞ 温度（℃） 湿度（％）

屋 外 8.8 21

屋 内 16.6 53

カメラの向き

窓・壁付近

凡例

内窓閉

内窓開

内窓閉
（二重窓）

内窓開
（一重窓）

48

内窓
（プラスト・ガラス）表面

アルミサッシ
（ガラス）表面
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4%

17%

15%

10%

7%3%3%

2%

19%

11%

2%
7%

断熱パネル
材工共

26％
下地調性
材工共

16％
内窓 材工共 58％

解体

木工事

建
具

内装

仮
設

衛生
設備

電気
設備

諸
経
費

空調
設備

塗装
造作
家具

左官
防水
タイル

ＫＩ邸２００８リニューアル工事
全体費用に占める科目別内訳

※別案工法参考試算 / ウレタン吹付+石膏ボードＧＬ工法の場合 619,850円

※

(同じ間取りを想定したシミュレーション）

(シミュレーション)
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「マンション省エネ改修の提案」

提案目的とマンション省エネ改修推進委員会のご紹介

地球温暖化防止、省エネ施策等の動向

マンション省エネ改修の考え方

断熱改修シミュレーション紹介

マンション省エネ改修事例紹介

建産協の広報・ＰＲツール紹介
省ｴﾈ改修における税制優遇・補助金
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省エネ広報・ＰＲツール

最近の省エネ建材・
設備機器にスイッチした
省エネ効果の一覧を紹介
（こんなにお得に）

快適生活へマンションの
健康状態をチェック
（快適性チェックシート）
・各部位の症状
・簡易的な対策
・省エネへの対策

快適に暮らせる省エネ改修を
知っていただくために、
最近の省エネ建材・設備機器
の情報と経済効果を紹介
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◆マンション・レシデンスドック
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「マンション・ レジデンスドック」 の活用方法



55

１

２
３
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「マンション省エネ
改修へのご案内」

建産協ホームページに

右のようなサイトを開設

しています。

ビジュアルな快適性診断

や省エネ改修参考資料

を掲載しています。

是非一度ご覧下さい。
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「既築マンション省エネ改修のご提案」の活用方法

57
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P ７P ６
60
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P ９

P ８
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P １３P １２
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P １５

P １４
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P ２１P ２０
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P ３３P ３２
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P ４７P ４６
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P ５１P ５０
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「マンション省エネ改修の提案」

提案目的とマンション省エネ改修推進委員会のご紹介

地球温暖化防止、省エネ施策等の動向

マンション省エネ改修の考え方

断熱改修シミュレーション紹介

マンション省エネ改修事例紹介

建産協の広報・ＰＲツール紹介

省ｴﾈ改修における税制優遇・補助金
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「省エネ改修」で減税や補助金を受けられます

住宅ローン減税制度（省エネ改修関係）
減税種類 ローン型減税（住宅ローン減税［住宅ローン等の年末残高の１％が１０年間にわたり所得税から控除］）

対象 当該リフォーム工事に係る住宅ローンの年末残高

［改修後に居住を開始した日］ ［控除対象借入限度額］ ［最大控除額］

時期 平成21年1月1日～12月31日 ５,０００万円 ５００万円

限度額 平成22年1月1日～12月31日 ５,０００万円 ５００万円

控除額 平成23年1月1日～12月31日 ４,０００万円 ４００万円

平成24年1月1日～12月31日 ３,０００万円 ３００万円

平成25年1月1日～12月31日 ２,０００万円 ２００万円

控除期間 １０年

控除率 　 1%

適用要件 工事費１００万円超および増改築工事の床面積が５０㎡以上となる工事

（耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事および一定の省エネ改修工事を含む）

個人住民税 平成21年1月1日～平成25年12月31日に居住を開始した方で、住宅ローン減税の最大控除額まで所得税額が

控除されない方については、所得税から控除しきれない額について、個人住民税から控除されるようになります。

ただし、個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に５％を乗じて得た額

（最高９.７５万円）が上限になります。

省エネ改修の固定資産税軽減制度

対象 当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額（１２０㎡相当分まで）

時期 ［改修を行う時期］ ［期間］ ［軽減額］

期間 平成20年4月1日～平成22年3月31日 １年間 １／３を減額

軽減額 　　（注）平成20年1月1日以前から存していた住宅（賃貸住宅を除く）

１．省エネ改修工事が次の要件に該当すること

適用要件 　　①窓の改修工事

　　または①と併せて行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事、④壁の断熱工事

２．改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの

３．省エネ改修工事費用が３０万円以上であるもの

４．省エネ改修工事完了後、３ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して

　　市区町村に申告すること
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「省エネ改修」で減税や補助金を受けられます

省エネ改修の所得税控除制度

「住宅リフォームステップアップセミナー（消費者編）」（住宅リフォーム推進協議会）より引用
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ガラス 内窓新設 サッシ 天井等の 壁の 床等の

工事明細等 交換 または 内窓新設 および 断熱性を 断熱性を 断熱性を

交換 ガラス 高める 高める 高める

地域区分 交換 工事 工事 工事

 

Ⅰ 北海道を中心とした地域 ― 12,000 ― 19,600 2,500 18,000 5,000

Ⅱ 青森､岩手､秋田県を中心とした地域 ― 12,000 ― 19,600 2,500 18,000 5,000

Ⅲ 宮城､山形､福島､栃木､新潟､長野県を中心とした地域 ― ― 8,000 19,600 2,500 18,000 4,000

Ⅳ 上記からⅢおよびⅤ､Ⅵ以外を中心とした地域 6,600 ― 8,000 16,000 2,500 18,000 4,000

Ⅴ 宮崎､鹿児島県を中心とした地域 6,600 ― 8,000 16,000 2,500 18,000 ―

Ⅵ 沖縄県 6,600 ― ― ― 2,500 18,000 ―

※太陽光発電設備設置工事：１ＫＷ当たり　735,000円

注：平成２１年経済産業省・国土交通省告示第４号より抜粋

床面積１㎡につき（円）

住宅ローン

減税 投資型 ローン型 固定資産税

― × × ○

投資型 × ― × ○

ローン型 × × ― ○

固定資産税 ○ ○ ○ ―

投資型 × △※１ × ○

ローン型 × × △※２ ○

固定資産税 ○ ○ ○ ○

耐震改修 投資型 ○ ○ ○ ○

減税 固定資産税 ○ ○ ○ ×※３

※１　･･･　合計で最大控除額２０万円、併せて太陽光発電装置を設置する場合は３０万円　

※２　･･･　合計で控除対象限度額２％：２００万円、全体：１,０００万円　

※３　･･･　同一年での併用は不可

バリアフリー
改修減税

省エネ改修
減税

住宅ローン減税

省エネ改修減税

「省エネ改修」で減税や補助金を受けられます

政令で定められた特定省エネ改修工事の標準的な費用の額

各種リフォーム税制併用可能組合わせ表
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「省エネ改修」で減税や補助金を受けられます

税の控除を受けるまでのフロー
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「省エネ改修」で減税や補助金を受けられます

平成２１年度省エネ改修関連補助金一覧
補助額

地域協議会民生用機器 「地球温暖化対策地域協議会」を活用し､ＣＯ2の排出量削減に役立つ 各地方環境事務所・環境対策課

導入促進事業 「高効率断熱資材」､「先進的省ｴﾈ設備」などを地域においてまとめて 対象経費の （北海道､東北､関東､中部､近畿､

導入する事業に対し､支援されます。支援対象事業は５つあり､各対象 1/3 　中国四国､九州）

事業について省ｴﾈ機器の注文が一般家庭･事業所を合わせて10件 但し､上限 環境省地球環境局地球温暖化対

以上まとまると､環境省より１／３補助が受けられます。 40万円/戸 URL：http://www.env.go.jp/

第1次公募：H21.4.13～5.11 第2次公募：H21.5.12～6.10

第3次公募：H21.6.11～7.10 第4次公募：H21.7.13～8.10

住宅・建築物省エネ 以下の要件を満たす既存住宅､事務所ﾋﾞﾙ等の建築物の省ｴﾈ改修事業 　 独立法人建築研究所

改修推進事業 ①躯体（外皮）の断熱改修を行うものであること 対象経費の 住宅･建築物省CO2推進ﾓﾃﾞﾙ事業評価

②建物全体で概ね１０％以上の省ｴﾈ効果があること　　　等 1/3 TEL：03-3222-7882

第1次公募：H21.5/中～6/中 第2次公募：H21.9頃～ 　 URL：http://www.kenken.go.jp/

補助限度額は､5,000万円/事業（設備に要する費用は2,500万円まで） 　　　 shouenekaishu/index.html

高効率給湯器 以下の要件を満たすＣＯ2冷媒ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器の設置に対し補助 有限責任中間法人日本ｴﾚｸﾄﾛﾋｰﾄｾﾝﾀ

導入促進事業 ＣＯ2冷媒 ①ＣＯ2冷媒を使用していること 定額 TEL：03-5614-7855

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器 ②家庭用は､年間給湯効率を一次ｴﾈﾙｷﾞｰ換算した値が､１．１以上 URL：http://www.jeh-center.org/

 　であること 　　　 ecocute/e-index.html

③実施機関が指定した給湯器であること

以下の要件を満たす潜熱回収型給湯器の設置に対し補助など 有限責任中間法人都市ｶﾞｽ振興ｾﾝﾀｰ

都市ｶﾞｽを ①潜熱を回収するための熱交換器を備えていて､給湯熱効率が 定額 TEL：03-3502-5545､5589

燃料とするもの 　 ９０％以上であること URL：http://www.gasproc.or.jp/

②都市ｶﾞｽを使用していて､定格給湯能力が６０号以下であること 　　　 index.html

③実施機関が指定した給湯器であること

以下の要件を満たす潜熱回収型給湯器の設置に対し補助など 日本ＬＰｶﾞｽ団体協議会

ＬＰｶﾞｽを ①潜熱を回収するための熱交換器を備えていて､給湯熱効率が 定額 TEL：03-5511-1411､1416

燃料とするもの 　 ９０％以上であること URL：http://www.nichidankyogr.jp

②ＬＰｶﾞｽを使用していて､定格給湯能力が６０号以下であること

③実施機関が指定した給湯器であること

住宅用太陽光発電導入 以下の要件を満たす太陽光発電設備の設置に対し補助 有限責任中間法人太陽光発電協会／

支援対策費補助金 ①変換効率が一定以上のもの １ＫＷ当たり 太陽光発電普及拡大ｾﾝﾀｰ

②一定の品質･性能が一定期間確保されているもの ７万円 TEL：043-239-6200

③ＫＷ当たりのｼｽﾃﾑ価格（施工費含む）が７０万円以上のもの URL：http://www.j-pec.or.jp

この他に､都道府県や市町村等でも補助金制度のあるところもあり､

これらとの併給が可能となっている。

制度名 問合わせ先制度概要
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詳しくは、（社）住宅リフォーム推進協議会

発行の資料を参照下さい。

改修工事内容が確認出来る書類の書式については、

（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「リフォ

ネット」（http://www.refonet.jp）の減税コーナーから
入手出来ます。

「省エネ改修」で減税や補助金を受けられます

http://www.refonet.jp/
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マンションの改修の際には『省エネ』への配慮をご提案いたします

● 「既築マンション省エネ改修のご提案」に関するお問合せは
「建産協」までお問い合わせください。
TEL：03-5640-0901
http://www.kensankyo.org/
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パネルディスカッションでは、部位毎のさら

に詳しい事例紹介をさせていただきます。

セミナー参加者の皆様も、質問・要望など

どしどしお出し下さい。

ご清聴ありがとうございました。
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